
�愛媛県告示第１３０４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町三嶋２６４７、２６５０、２６５１、２６５２の１、２６５７から２６６５

まで、２６７１、２６７２、２６７４、２６７５の１、２６７６、２６７７、２６７９から２６８４

まで、２６８７の１、２６９２の１、２６９３、２６９５の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

河辺町三嶋２６４７・２６５１・２６５２の１・２６６３・２６６４・２６７１・

２６７２・２６８２・２６８３（以上９筆について次の図に示す部分に限

る。）、２６８０、２６８１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１３０５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字吉野３６８８の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松野町

役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１３０６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市五反田２番耕地５３１の４、２番耕地５３２の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため
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�愛媛県告示第１３０７号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基づき、

次のように玉津港の臨港地区を定めた。

その臨港地区の区域を示す図面は、愛媛県庁土木部河川港湾局港

湾海岸課、南予地方局建設部及び宇和島市役所建設部において公衆

の縦覧に供する。

平成２４年１０月３０日

玉津港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 臨港地区の名称

玉津港臨港地区

２ 臨港地区の区域

宇和島市吉田町の一部

発 行 愛 媛 県
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

西条市丹原町石経１２９３番２ 畑 １，２２７．３１㎡ ９２０，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２４年１０月３０日（火）から１２月４日（火）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。）により提出する

こと。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２４年１２月４日（火）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交

付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２４年１１月２１日（水）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２４年１２月１９日（水）午前１１時

� 入札及び開札の場所

西条市丹原町池田１６１１番地

愛媛県西条第二庁舎４階大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

公 告

愛 媛 県 報平成２４年１０月３０日 第２４１６号
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１０月３０日

愛媛県総合教育センター

所長 梶 原 龍 吾

１ 入札に付する事項

� 件名

情報教育室教育用コンピュータシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

情報教育室教育用コンピュータシステム一式（サーバ装置一

式、研修用コンピュータ一式、管理用コンピュータ一式、周辺

機器一式、ソフトウェア一式、据付け、配線、調整、保守等一

式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１日から平成３０年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県総合教育センター

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２３年度、

平成２４年度及び平成２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当する

もの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに適正かつ確実に納入できる体制が整備

されていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守体制が整備されていることを証明した者

であること。

� ４�に掲げる受領期限の日から落札者の決定の日までの間に、
知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県総合教育センター総務課

〒７９１－１１３６

愛媛県松山市上野町甲６５０番地

電話 （０８９）９６３－３１１１

� 入札書の受領期限

平成２４年１２月１７日（月）午後２時まで

� 入札説明書の交付方法

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年１０月１６日 特定非営利活動法人介護企画あ
き 白 神 敏 恵 松山市南江戸４丁目５番２５号 この法人は、身体障害者、高齢者に対して、ゆっ

たりとした環境の中、家庭的な雰囲気での生活
が送れるよう共同生活型介護システムの運営事
業と年齢を問わず社会との交流を必要とする人
や集団生活になじめない子供たちに対して勉学、
趣味生き甲斐等のサービスを提供する事業を行
い、もって福祉社会の増進と実現に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年１０月１７日 ＮＰＯ法人ケア・サポート 石 山 新 愛媛県今治市吉海町臥間４６番２ この法人は、高齢者、障害者に対して、福祉サ
ービスに関する事業を行うとともに、認知症等
介護に関する情報を提供し、介護教育活動・ま
ちづくり事業・地球環境保全事業及び農業等を
通じて地域社会と交流を図る事で、互いに助け
合い、個人が尊厳を持ちつつ心豊かに過ごせる
社会の醸成に寄与することを目的とする。

教育委員会公告
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�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年１２月１７日（月）午後２時

愛媛県総合教育センター本館４階第３講義室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、平成２４年１１月２２日

（木）午後５時までに提出しなければならない。

なお、愛媛県総合教育センター所長から当該書類の内容に関

し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県総合教育センタ

ー所長が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の

規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格

をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Computer Network System for ICT Educational Use，１

system

� Time limit of tender：２：０0P．M．，１７ December ２０１２

� For fur ther in format ion，please contact：Ehime

Prefecture Education Center，General Affairs Division，

ko‐６５０ Uenocho，Matsuyama，Ehime ７９１‐１１３６ Japan

TEL ０８９‐９６３‐３１１１

平成２４年１０月３０日 発行

愛 媛 県 報平成２４年１０月３０日 第２４１６号
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